
 厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室の出雲と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日，私からはシームレスな医師養成について説明いたします。 

 まず，1 ページ目です。医師の養成課程は，卒前の医学部における 6 年間の教育と卒後

の 2年間の臨床研修等に分けられますが，医療の高度化，複雑化により，医師が習得すべ

き知識，技能が増えていることなどを背景として，卒前・卒後の医師養成を医療現場を中

心として一貫して行うこと，すなわちシームレスな医師養成の重要性が高まっているとこ

ろでございます。このため，厚生労働省においては，医学部の臨床実習において，見学だ

けでなく診療に参加する形の実習，診療参加型臨床実習を充実するために，令和 5年度か

ら共用試験の公的化を行っております。また，臨床研修については，令和 2年度から必修

科を増やすなどの見直しを行ったところですが，今後とも制度の見直しについて検討して

まいります。 

まず，共用試験について 2ページ目から説明いたします。臨床実習前の医学生の能力を

強化するため，医学部を置く全ての大学において共用試験を実施していただいているとこ

ろでございます。令和 5年度からは，公的化した共用試験を実施していただくこととなっ

ております。この試験の内容ですが，知識を評価する CBTと，技能，態度を評価する OSCE

で構成されております。CBT は，コンピューターを使って全 320 問を回答いただくもので

す。OSCEは，医学生が部屋を順に回り，そこで実技を行って技能と態度の評価を受けると

いう試験になります。 

 次に，共用試験の公的化の経緯について，医師法第 17条では，「医師でなければ，医業

をなしてはならない」と規定しておりますが，医師免許を持たない医学生が臨床実習にお

いて診療に参加し，医行為を行う場合は，共用試験に合格していることなどを条件として

違法性はないとこれまで解釈してきました。しかしながら，医学生の医行為について，法

令上の位置づけがないことが，診療参加型臨床実習が進まない要因として指摘されてきた

ところでございます。 

 3ページ目にまいります。こちら，平成 30年 5月には，全国医学部長病院長会議及び日

本医師会から，共用試験を公的なものにすること，また，診療参加型臨床実習の実質化を

厚生労働省説明 

「 シ ー ム レ ス な 医 師 養 成 に つ い て 」 
厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室臨床研修指導官 

出雲 はる奈 
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図り，Student Doctorとして学生が行う医行為を法的に担保することを御提言いただきま

した。 

 4ページ目にまいります。平成 30年に成立した医療法及び医師法の一部を改正する法律

の附則では，「臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し，医師の資質の向上

を図る観点から，医師法の規定について検討を加え，その結果に基づき，この法律の公布

後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする」と規定されました。 

 5 ページ目にまいります。これらを踏まえ，医道審議会医師分科会において令和 2 年に

まとめられた報告では，診療参加型臨床実習を充実させるため，共用試験を公的化するこ

と，また，共用試験に合格した医学生の医行為を法的に位置づけることが提言されました。 

 6 ページ目にまいります。これらの経緯を経て，令和 3 年 5 月に成立した「良質かつ適

切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法

律」では，医師法の改正により，共用試験合格を医師国家試験の受験資格とし，共用試験

に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができることが明確化されました。具

体的な条文につきましては，7ページ目に記載しているとおりでございます。 

 8 ページ目でございます。公的化後の共用試験の在り方については，医道審議会医師分

科会医学生共用試験部会で御議論いただき，令和 4年 5月に，試験の公正性及び受験者間

の公平性を確保するとともに，診療参加型臨床実習の充実を図る観点から意見をまとめて

いただきました。 

 9ページ目にまいります。厚生労働省では，この意見を踏まえ，令和 4年 11月 1日に厚

生労働省令や告示を改正いたしました。省令では，共用試験は，厚労大臣が指定する機関

が実施するものとすることを規定しており，令和 5年 2月 2日に，医療系大学間共用試験

実施評価機構（CATO）を共用試験実施機関として指定いたしました。これを踏まえ，この

夏から公的化された共用試験を各大学において順次実施していただくこととなっておりま

す。 

 次に，臨床研修制度について 10ページ目から説明いたします。皆様すでにご存じだと存

じますが，臨床研修は，平成 16 年度に必修化され，医師法において，診療に従事しようと

する医師は，2 年以上臨床研修を受けなければならない旨が規定されております。この臨

床研修制度は，おおむね 5年ごとに見直しがなされており，最近では令和 2年度から新し

い制度の下で研修が実施されております。厚生労働省としては，今後，令和 7年度研修に

向けて見直しの検討を進めてまいります。 

 11ページ目にまいります。令和 2年度以降から開始の臨床研修において適用されている

見直しのポイントについて説明いたします。卒前教育については，文部科学省において，

各大学の教育の指針として医学教育モデル・コア・カリキュラムを作成されています。臨

床研修の到達目標などについては，シームレスな医師養成の観点から，このモデル・コア・

カリキュラムと整合的なものとなるように策定したところでございます。また，必修の診

療科については，これまで内科，救急，地域医療を設定しておりましたが，これに加えて，
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外科，小児科，産婦人科，精神科を必修とするとともに，一般外来の研修を含むことを追

加いたしました。詳細については，12ページ目に記載しているとおりでございます。 

 次に，13ページ目にまいります。令和 7年度以降に開始される臨床研修に向けた見直し

については，今後，論点整理の上，医道審議会医師分科会医師臨床研修部会で議論し，令

和 5年度中を目途にとりまとめを行う予定でございます。医師臨床研修制度の内容は，大

きく 2つに分けられ，1つ目が到達目標，方略及び評価といったもの，2つ目が，臨床研修

病院の指定の基準や，各都道府県の募集定員上限の設定方法など，到達目標，方略及び評

価以外の諸制度といったものに分けられます。令和 2年度から新規に作成した臨床研修の

到達目標，方略及び評価に基づいた研修が実施され，令和 4年 3月に初めての研修修了者

が出たところです。こうした中，現時点において，この臨床研修の到達目標，方略及び評

価について，評価を行うのは困難であると考えられますので，今回の見直しについては，

臨床研修の到達目標，方略及び評価以外の部分を中心に検討をしていくことを予定してお

ります。 

見直しの主な論点について，まず，1 点目でございますが，臨床研修病院の指定基準と

して，研修に必要な症例を確保するため，年間の入院患者数が 3,000人以上であることが

求められております。この基準については，地方自治体から緩和を求める要望がなされた

ことを踏まえ，その在り方について検討してまいります。 

 2点目として，2年間の臨床研修のうち，4週以上は，患者が営む日常生活や居住する地

域の特性に即した医療を理解し，実践するため，地域医療の研修を行っていただくことと

しております。この期間について，半年程度確保できる制度に見直してはどうかというこ

とを御提言いただいているところでございます。 

 3点目として，募集定員が 20名以上の基幹型臨床研修病院は，将来，産科医または小児

科医になることを希望する研修医を対象として，小児科または産科の研修を重点的に行う

プログラムを必ず設けることとしています。こちらについては，小児科及び産婦人科が臨

床研修において必修とされたことを踏まえて，意義等を改めて検討することが必要である

旨，医道審議会医師分科会医師臨床研修部会において指摘されているところでございます。 

 このほか，（4）に記載しました臨床研修病院の評価の在り方についても整理を行う予定

でございます。 

 厚生労働省としては，今後とも文部科学省と連携しながらシームレスな医師養成に取り

組んでまいります。各大学におかれましても，引き続き御対応のほど，よろしくお願い申

し上げます。 
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それでは，モデル・コア・カリキュラム，以下コアカリと略しますが，令和 4年度改訂

について御報告を申し上げます。医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂等に関する調

査研究チームの座長を務めております日本医学教育学会の小西と申します。 

コアカリの基本方針は，スライド 2にありますような 7点です。主なものは，資質・能

力，コンピテンスと呼ばれるものですが，これを改訂したこと。それと 2番目は，アウト

カム基盤型教育による記載へ大幅な変更を行ったこと。それと，学修方略と学修者評価を

入れたこと，これが大きな変更点になります。 

 令和 4年度の改訂では，10の資質・能力を掲げています(スライド 3)。ここで，青字，

赤で囲みました「総合的に患者・生活者をみる姿勢」というものと「情報・科学技術を活

かす能力」，この 2つを新たな視点として策定をいたしました。コアカリ改訂を受けた各大

学の卒業生が社会で活躍し始める頃というのは，そこが一つ，よく言われる 2040 年頃にな

るかと思いますが，次のスライド(スライド 4)をお願いします。 

 少子高齢化すら終わって人口減少社会に入っているその時期に，医師に求められる能力

とは何かということ，この問いに答えて，アウトカム側から卒業時の医学生の資質・能力，

何が要るのかというふうに落としたのがこの「総合」というところになります。かいつま

んで赤線部分だけで申し訳ないですが，「総合的」の意味するところを目標にイメージして，

全人的，地域，人生，社会というキーワードを設定しています。 

それでは，次のスライド(スライド 5)をお願いします。また，もう一つの資質・能力，

コンピテンス，IT を生かす能力というのは医師にとって必須，これはもうどなたもお分か

りになるところだと思います。今ですらそうですので，20年後とかを考えたらどうなって

いるか私には想像がつかないのですが，いずれにしろ，医師にとって独立した資質・能力

として掲げました。医師の能力としての ITの原理と活用，この 2つの部分だけでなく，そ

れを囲みます倫理感とルールの大切さというところを強調したと形になっております。 

 次のスライド(スライド 6)をお願いします。この 10個の資質・能力は，ここにあります

ように，学修目標の属性と階層性を分かりやすくするために，アルファベットの 2文字で

全て表現をしています。 

次のスライド(スライド 7)で示しますように、学修目標は，全て 4 層構造に統一しまし

医学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する調査研究  

チームから，令和 4 年度改訂版コアカリ報告

医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂等に関する 

調査研究チーム座長 

小西 靖彦 
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た。これまでは，4層だったり，一部 3層があったり，5層があったりとしたのですが，今

回 4層に統一しました。本日はこの詳細は省略しますが，例えば第 1層目のところで「患

者ケアのための診療技能」，Clinical Skill，この略で CSなのですが，この資質・能力を

例に取りますと，第 2層，第 3層と展開して，4層目，例えば，CS-05-02-01という矢印が

行っているところを見ますと，医療従事者に求められる健康管理，職業感染対策を実践す

るというような，4層目は全て動詞を含む学修目標の形にしました。10の資質能力の全て

にこのような 4層構造を全て適用して統一して見やすい学修目標にしております。 

 次のスライド(スライド 8)を見ますと，旧コアカリにありました A から G というような

並べ方は，全面的に変更いたしました。以前のコアカリは，どちらかといいますと，1 年

生から 6年生の順次性に基づいて記載をされていたということになりますが，今回は，卒

業時に身につけておくべき資質・能力，これはアウトカムベースですけれども，こういう

記載に大きくかじを切ったところが変更点かと思います。また，コアカリの本体は，カリ

キュラムに関する記述ですので，学修目標だけではなくて，学修方略と評価の章を新たに

置くという変更をしました。 

 次のスライド(スライド 9)をお願いします。旧コアカリで Dとか Eの部分の学修目標で，

疾患名が登場していたのはよく御記憶のところかと思いますが，これを別表化しまして見

やすくするとともに，重複している部分も整理をいたしました。例えば，ここに今別表 1

が出ているのですが，この別表 1は疾患となっております。一番右のところにあるように，

基本的な疾患を黒丸で示しました。国家試験の必修の項目とほぼ整合を取っており、数で

言いますとおおよそ 200弱になります。 

 次のスライド(スライド 10)です。平成 28 年度版では呼吸器系とか皮膚系とかいろいろ

システム別に個別に本文に記載されており，そこには機能と構造とか，症候，あるいは検

査方法，特異的治療というものが個別に書いてあったのですが，それぞれに臓器別に別表

化して，別表 2－1から 2－19という 19個に分けてまとめました。 

 次のスライド(スライド 11)をお願いします。そのほか主要症候とか，主要な臨床・画像

検査とか，基本的臨床手技などもまとめて別表化しています。 

 もう一つの意を割きましたところに，医師養成をめぐる制度改正等との整合性というと

ころがあります(スライド 12)。今，文部科学省あるいは厚生労働省からもいろいろなお話

がありましたが，こういう制度改正が今進んでいる中でコアカリはそれらとの整合を取り

ました。共用試験の公的化を受けた厚生労働省の政令に沿って臨床実習ガイドラインも変

更しておりますし，国家試験の整合についても検討して，学修すべき疾患などの適正化も

図りました。 

 次のスライド(スライド 13)をお願いします。最大の整合点は，コアカリに記載された病

名と国試に出る医学各論の病名との整合です。もともと国家試験改善検討部会という国試

を改善している部会がありましたので，そこが国家試験の各論の疾患の重みづけを既に研

究で行っていました。この国家試験の改善検討議会の結果を参考にし，この表にあります
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ようにコアカリチームで再度レビューを行って，医学部 6年間で必ず身に付けるべき疾患

を A，可能であれば身に付けるべき疾患を B，卒後に身に付けても良い疾患を Cと分類して

おります。 

 次のスライド(スライド 14)をお願いします。また，このコアカリの流れを受けて，いろ

いろな整合，対話をして，今度は国家試験の出題基準も今年 3月末に改訂されたところで

す。この各論の疾患のところに初めて，左上にあります a，b，c，少し字が小さいのです

が，aは病態生理から臨床推論，初期対応・救急対応，継続診療まで全て，bは初期対応ま

で，c は病名想起までにとどめるというレベル設定がされました。これは国家試験の改善

検討部会の意見をコアカリが受けて，また国家試験に戻ったという形です。こういうふう

に，国試指定の各論の疾患に全てレベルを決めて，極端な難問を防ぐというような構造を

つくったというところでございます。これはコアカリと国家試験が協働いたしました。 

 次のスライド(スライド 15)をお願いいたします。今回，感染症に関する改訂は重要なポ

イントでして，令和 2年度から特別なチームを作って様々な検討を行いました。今回の事

態を踏まえて，全面的な書換えをして，包括的に「市中感染症」とか「医療関連感染」を

記載し，含まれる個別疾患の中でも高頻度で重要なものを厳選してまた別表といたしまし

た。実臨床で必要な考え方，感染症への「考え方のステップ」を提示したところでありま

す。 

 次のスライド(スライド 16)をお願いします。コアカリに初めて，学修方略と学修者評価

の章を立てることにいたしました。学修方略と評価は対になることが多いですので，一つ

の章として記載をしています。学修方略を考える際に参考となる教育学の理念をここの中

に示しています。 

 次のスライド(スライド 17)をお願いします。また，大方針として，方略・評価共に特定

の方法を指定するというようなことはしないようにいたしました。これは，今日お集まり

の皆様にもよく分かると思いますが，こここそ大学の自由なカリキュラムが発揮されるべ

きところでありますので，その方向性を重視しています。ですので，方略と評価の具体的

なところは，グッドプラクティスを中心とした，こういうふうに良いものがありますよと

いう表現にしております。 

 次のスライド(スライド 18)をお願いします。診療参加型臨床実習実施ガイドライン，こ

れは前のコアカリからありましたが，これも今回の改訂でも充実を図りました。序章から，

左にありますように，一番下，EPA のところに至るまで章立てをしています。右の図は，

臨床実習のときから臨床能力を育てるというイメージを下の図のところに表しています。 

 次のスライド(スライド 19)をお願いします。臨床実習ガイドラインでも，目標，方略，

評価という記載をいたしました。方略では，例えばローテートする診療科について記載い

たしましたが，この基本診療科については，JACME と協議をして進めています。 

 次のスライド(スライド 20)です。学修者や大学でのカリキュラム作成者に混乱を来さな

いように， JACME とも整合を取っております。専門医基本領域の 19 の診療科を基本診療
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科として記載して，このうち内科，外科，小児科，産婦人科，精神科，総合診療科の 6つ

の診療科は，原則 1診療科当たり連続 3週以上，それから救急診療科は原則 3週以上と，

記載しています。とは言いながら JACMEの表現にもありますように，「ただし，全人的な診

療能力・態度を涵養する目的で，4 週間以上連続して配属する診療科を 1 診療科以上確保

することが重要」，これが重要だという記載をしているところでございます。 

 次のスライド(スライド 21)をお願いいたします。今回の改訂から CSV とか Github とい

うような様々なデジタルデータを日本医学教育学会のホームページで公開して，大学でカ

リキュラム改編を行う人たちへの利便性を向上するように図りました。資料にあります 2

次元バーコードをスキャンしてみますと，スマホでコアカリを見ることができます。 

 次のスライド(スライド 22)をお願いします。また，コアカリの全文章を 3月末に英訳を

完成いたしました。英国の Tomorrow’s Doctorsとか，ACGMAや LCMA の文書などと肩を並べ

るものになったかなと少し自負をしております。 

 以上，限られた時間で大変恐縮ですが，コアカリの改訂について御報告をいたしました。

ありがとうございます。 
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